
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行事の中止のお知らせ 
 

７月に開催を予定しておりました下記の行事・イベント・講座は、中止とさせていただ

きます。その他の行事に関しては、ホームページをご確認いただくか、担当部署へお

問い合わせください。なお、８月・９月に予定しておりました行事の開催の可否につい

ては、７月１７日発行の『広報やおつ７月号』にてお知らせします。 

みなさまのご理解とご協力をお願いします。 

行事名 開催予定日 場所 担当部署 

和知保育園夏の夕べ 
７月４日（土） 

 
和知保育園 和知保育園 

錦津保育園夏の夕べ ７月１１日（土） 錦津保育園 錦津保育園 

マリンスポーツフェスティバル ７月１２日（日） Ｂ＆Ｇ艇庫 教育課 

自主トレーニング利用者講習会 ７月１４日（火） 福祉センター 健康福祉課 

八百津保育園夏の夕べ ７月１８日（土） 八百津保育園 八百津保育園 

久田見保育園夏の夕べ ７月１８日（土） 久田見保育園 久田見保育園 

栗の講習会（第２回） ７月中旬 町内 栗畑 農林課 

錦津地区夏祭り ７月２５日(土) 
錦津コミュニティ

センター（きらり） 
錦津出張所 

○お問い合わせ先  和知保育園 ☎43-０５１９    錦津保育園 ☎43-0449 

教育課 ☎43-0390      健康福祉課 ☎４３-２１１１ 

八百津保育園 ☎43-０１９６ 久田見保育園 ☎4５-1276 

農林課 ☎４３-２１１１        錦津出張所 ☎４３-２２３４ 
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新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、自治会文書のうち回覧を 

一時休止しておりましたが、緊急事態宣言が解除されたことから、 

今回の配布から再開させていただきます。 

今後も、自治会文書の配布・回覧に関して、マスクの着用と手洗いを 

行っていただくなど、感染予防にご配慮をお願いします。 

みなさまのご理解とご協力をお願いします。 



（秘書室） 
 

届けてほしい あなたの想い！ 

八百津町職員採用試験のご案内 
 

町では、令和３年４月１日採用の職員を募集します。 
 

○募集職種・人員・応募資格 

一般事務職 若干名 

昭和４６年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた方で、

学校教育法に基づく高等学校（これと同等以上の学歴を含む）

を卒業した方 

技術職 

【土木・建築】 
若干名 

昭和４６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大

学または短大において土木・建築に関する専門課程を修了し卒

業した方、または令和３年３月に卒業する見込みの方 

保育士 若干名 
昭和４６年４月２日以降に生まれた方で、保育士として登録され

ている方 

保健師 若干名 
昭和４６年４月２日以降に生まれた方で、保健師免許を有する

方 

社会福祉士 若干名 
昭和４６年４月２日以降に生まれた方で、社会福祉士として登録

されている方 

介護支援専門員 若干名 
昭和４６年４月２日以降に生まれた方で、介護支援専門員の資

格を有する方 
 

○採用試験 

期日 ところ 試験方法 

第１次試験 

９月２０日 

（日） 
県立可児高等学校 

岐阜県市町村職員統一採用試験 

・一般教養試験（社会人枠、大卒枠、短大卒枠） 

・事務適性検査、性格特性検査、職場適応性検査 

第２次試験 

１０月中旬～ 

１１月上旬 

（予定） 

八百津町役場 詳細は第１次試験の合格者へ別途通知します。 

 

○合格通知  令和２年１１月中旬までに採用の可否を本人に通知します。 

○申込方法      ①所定の申込書に必要事項を記入して八百津町役場秘書室まで提出し

てください。 

②郵送で申込む場合は、封筒表に「採用試験」と朱書きし、書留また 

は簡易書留にて郵送してください。 

③申込者には後日、受験票および試験の詳細を郵送します。 

④申込書は、７月１日(水)から７月３１日(金)までの期間（土・日・祝日除 

く）に、八百津町役場 秘書室に請求してください。申込書の郵送を希 

望する場合は、１４０円分の切手を同封して同係に請求してください。 

○受付期間  ７月８日(水)から８月５日(水)まで 

※土曜日、日曜日および祝日は、受付を行いません。 

※郵送の場合は、８月３日(月)までの消印のあるものに限り受付します。  

  

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

秘書室 秘書人事係  

☎43-２１１１ 

（内線 2202） 

〒505-0392 

岐阜県加茂郡八百津町

八百津３９０３－２ 

 

ともに働く 

なかまを 

募集します！ 



（総務課） 
 

「岐阜県感染警戒ＱＲシステム」 

メールアドレスを登録しましょう 
 

町では、新型コロナウイルスの感染対策のため、岐阜県が整備した「岐阜県感
染警戒ＱＲシステム」の利用を開始しました。 
このシステムに登録すると、町施設の利用者から感染者が確認された場合に、
同じ日に当該施設を訪れていた方に対し、県から感染者の発生状況や 
対応方法を示したメールが届きます。 
ご利用になるには、下記の施設に掲示しているＱＲコードを読み取り、メール 
アドレスを登録してください。 
 
○登録方法 

１．町施設に掲示してあるＱＲコードを読み取り、登録画面にアクセスする 
２．登録画面から自分のメールアドレスを入力する 
３．「上記の内容を確認し、同意しました」にチェックを入れる 
４．「登録」ボタンを押す 
※迷惑メール対策などで、携帯電話会社（ドコモ、au、Softbankなど）の 

  受信拒否設定をしている場合は、「@govt.pref.gifu.jp」ドメインからのメールを

受信できるようにしてください。 

○登録情報 
メールアドレスのみ 
※氏名、住所、電話番号などの情報を登録する必要はありません。 

また、メールアドレスは登録から６０日後に破棄されます。 

○ＱＲコード掲示施設（６月１１日現在） 
  （１）八百津町役場   
  （２）八百津町中央公民館（ファミリーセンター） 
  （３）八百津町保健センター（健康福祉課） 
  （４）八百津町福祉センター（ゆうゆう） 
  （５）杉原千畝記念館 
  ※ＱＲコードの掲示場所については、各施設にお問い合わせください。 

ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。  

 

 

 

 

（総務課） 
 

第７０回「社会を明るくする運動」を実施します 

 

八百津町保護司会・更生保護女性会は、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たち

の更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のな

い安全・安心な地域社会を築くため、「社会を明るくする運動」を実施しています。 

毎年７月はこの運動の強調月間です。次世代を担う青少年を非行から守り、健やか

に育つよう、みんなで力をあわせ、明るいまちをつくりましょう。 

７月１日（水）には、広報車による街宣活動をはじめ、町保護司会・更生保護女性会

の会員が町内の各学校を訪問し、この運動の啓発活動を行います。 

 

お問い合わせ先 

総務課 広報行政係 

☎43-２１１１ 

（内線２215） 

 

（ＱＲコードの掲示イメージ） 

（メールアドレス登録画面イメージ） 

お問い合わせ先 

総務課 情報政策係 

☎43-２１１１ 

（内線２21７・２２１８） 

 

HP 番号 8989 



（八百津町社会福祉協議会） 

弁護士による無料法律相談のご案内 
 

相続・離婚・交通事故・債務整理など、暮らしの中の法律に関する悩みや相談に 

弁護士が応じる無料法律相談所を、下記のとおり実施します。 

相談は一切無料で、秘密は固く守られます。 

相談を希望される方は、お電話でご予約ください。 
 

○と き  ７月２９日（水）午後１時から４時 

○と こ ろ  福祉センターゆうゆう ボランティア活動室 

○対 象 者  八百津町住民(６名程度) 

○弁 護 士  伊藤知恵子 弁護士 

○申込方法  ７月２０日（月）までに、右記へ電話でお申し込みください。 

※定員に満たない場合は、当日まで受け付けます。 

○そ の 他  ・お申し込みが６名を超えた場合は、抽選とさせていただきます。 

・新型コロナウイルス感染症の広がりの状況や国・町の基本方 

針などにより開催中止となる場合があります。 

 

 

（日本年金機構） 

国民年金保険料 免除・学生納付特例申請 
 

新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が相当程度まで下がった場合、臨時の

特例措置として、簡単な手続きで国民年金保険料の免除申請・学生納付特例申請

ができます。詳しくは、右記へお問い合わせください。 
 

【免除申請】 

○対 象 者  令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収

入が減った方で、今年の所得見込額が国民年金保険料免除基

準に相当すると見込まれる方 

○必要書類  ①国民年金保険料免除・納付猶予申請書 

   ②所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）） 

   ※①②ともに、日本年金機構ホームページからダウンロード可能 

○申請方法 必要書類を美濃加茂年金事務所（美濃加茂市太田町２９１０－

９）へご提出ください。 
 

【学生納付特例申請】 

○対象者 令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収

入が減った方で、今年の所得見込額が国民年金保険料学生納

付特例基準に相当すると見込まれる方 

○必要書類  ①国民年金保険料学生納付特例申請書 

   ②所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）） 

   ③学生証のコピー 

   ※①②は、日本年金機構ホームページからダウンロード可能 

○申請方法 必要書類を美濃加茂年金事務所（美濃加茂市太田町２９１０－

９）へご提出ください。 

相続について相談したい。 

土地の境界について揉めている。 

借金問題について相談したい。 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

☎43-４４６２ 

お問い合わせ先 

ねんきん加入者ダイアル 

☎0570-003-004 

または 

美濃加茂年金事務所 

☎25-8181 


